
近年、頻発・激甚化している自然災害の影響により、広範囲かつ長時間に及ぶ停
電が発生し、国民の生命をも脅かす事態が生じる恐れがあります。このため、令和３
年３月から、第五管区海上保安部（高知海上保安部の上部組織）と電力会社の間で、
災害時における連携体制（停電の早期復旧への協力等）の運用を開始しました。

この一環として、今後の実動訓練を見据えた事前確認のため、令和３年５月２８日、
四国電力等の職員が、巡視船さんれい及び巡視艇とさみずきを訪船し、巡視船艇乗
船時の注意事項や搭載資器材の置き場所の確認などを行いました。
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